
       
令和２年８月～令和３年７月分の労災年金給付等に使用する

【参考】改正前

Ｓ 22 年 9 月 1 日 ～ 23 年 3 月 31 日 20,598.0 20,601.5

23 年 4 月 1 日 ～ 24 年 3 月 31 日 7,490.5 7,491.8

24 年 4 月 1 日 ～ 25 年 3 月 31 日 4,153.1 4,153.8

25 年 4 月 1 日 ～ 26 年 3 月 31 日 3,584.5 3,585.1

26 年 4 月 1 日 ～ 27 年 3 月 31 日 2,930.7 2,931.2

27 年 4 月 1 日 ～ 28 年 3 月 31 日 2,528.1 2,528.6

28 年 4 月 1 日 ～ 29 年 3 月 31 日 2,226.5 2,226.9

29 年 4 月 1 日 ～ 30 年 3 月 31 日 2,101.3 2,101.6

30 年 4 月 1 日 ～ 31 年 3 月 31 日 2,009.9 2,010.3

31 年 4 月 1 日 ～ 32 年 3 月 31 日 1,895.9 1,896.3

32 年 4 月 1 日 ～ 33 年 3 月 31 日 1,830.0 1,830.3

33 年 4 月 1 日 ～ 34 年 3 月 31 日 1,803.2 1,803.5

34 年 4 月 1 日 ～ 35 年 3 月 31 日 1,693.9 1,694.2

35 年 4 月 1 日 ～ 36 年 3 月 31 日 1,593.9 1,594.2

36 年 4 月 1 日 ～ 37 年 3 月 31 日 1,425.6 1,425.9

37 年 4 月 1 日 ～ 38 年 3 月 31 日 1,282.5 1,282.7

38 年 4 月 1 日 ～ 39 年 3 月 31 日 1,156.2 1,156.4

39 年 4 月 1 日 ～ 40 年 3 月 31 日 1,043.7 1,043.9

40 年 4 月 1 日 ～ 41 年 3 月 31 日 955.0 955.2

41 年 4 月 1 日 ～ 42 年 3 月 31 日 866.7 866.9

42 年 4 月 1 日 ～ 43 年 3 月 31 日 780.3 780.4

43 年 4 月 1 日 ～ 44 年 3 月 31 日 690.9 691.0

44 年 4 月 1 日 ～ 45 年 3 月 31 日 604.1 604.2

45 年 4 月 1 日 ～ 46 年 3 月 31 日 519.3 519.4

46 年 4 月 1 日 ～ 47 年 3 月 31 日 455.3 455.4

47 年 4 月 1 日 ～ 48 年 3 月 31 日 394.1 394.2

48 年 4 月 1 日 ～ 49 年 3 月 31 日 331.7 331.8

49 年 4 月 1 日 ～ 50 年 3 月 31 日 266.9 266.9

50 年 4 月 1 日 ～ 51 年 3 月 31 日 227.2 227.2

51 年 4 月 1 日 ～ 52 年 3 月 31 日 204.2 204.3

52 年 4 月 1 日 ～ 53 年 3 月 31 日 186.6 186.6

53 年 4 月 1 日 ～ 54 年 3 月 31 日 176.8 176.8

54 年 4 月 1 日 ～ 55 年 3 月 31 日 166.4 166.4

55 年 4 月 1 日 ～ 56 年 3 月 31 日 157.6 157.6

56 年 4 月 1 日 ～ 57 年 3 月 31 日 150.3 150.4

57 年 4 月 1 日 ～ 58 年 3 月 31 日 143.2 143.3

58 年 4 月 1 日 ～ 59 年 3 月 31 日 139.6 139.6

59 年 4 月 1 日 ～ 60 年 3 月 31 日 135.0 135.1

60 年 4 月 1 日 ～ 61 年 3 月 31 日 130.7 130.7

61 年 4 月 1 日 ～ 62 年 3 月 31 日 127.6 127.6

62 年 4 月 1 日 ～ 63 年 3 月 31 日 124.7 124.7

63 年 4 月 1 日 ～ 元 年 3 月 31 日 120.4 120.4

Ｈ 元 年 4 月 1 日 ～ ２ 年 3 月 31 日 117.0 117.0

２ 年 4 月 1 日 ～ ３ 年 3 月 31 日 113.7 113.7

３ 年 4 月 1 日 ～ ４ 年 3 月 31 日 109.3 109.3

４ 年 4 月 1 日 ～ ５ 年 3 月 31 日 107.1 107.1

５ 年 4 月 1 日 ～ ６ 年 3 月 31 日 105.6 105.6

６ 年 4 月 1 日 ～ ７ 年 3 月 31 日 103.4 103.4

７ 年 4 月 1 日 ～ ８ 年 3 月 31 日 101.9 101.9

８ 年 4 月 1 日 ～ ９ 年 3 月 31 日 100.5 100.5

９ 年 4 月 1 日 ～ 10 年 3 月 31 日 99.5 99.5

10 年 4 月 1 日 ～ 11 年 3 月 31 日 99.9 99.9

11 年 4 月 1 日 ～ 12 年 3 月 31 日 99.5 99.5

12 年 4 月 1 日 ～ 13 年 3 月 31 日 99.0 99.0

13 年 4 月 1 日 ～ 14 年 3 月 31 日 99.8 99.9

14 年 4 月 1 日 ～ 15 年 3 月 31 日 100.7 100.8

15 年 4 月 1 日 ～ 16 年 3 月 31 日 100.6 100.6

16 年 4 月 1 日 ～ 17 年 3 月 31 日 100.4 100.4

17 年 4 月 1 日 ～ 18 年 3 月 31 日 100.0 100.0

18 年 4 月 1 日 ～ 19 年 3 月 31 日 100.2 100.2

19 年 4 月 1 日 ～ 20 年 3 月 31 日 100.1 100.1

20 年 4 月 1 日 ～ 21 年 3 月 31 日 100.3 100.4

21 年 4 月 1 日 ～ 22 年 3 月 31 日 101.8 101.8

22 年 4 月 1 日 ～ 23 年 3 月 31 日 101.5 101.5

23 年 4 月 1 日 ～ 24 年 3 月 31 日 101.7 101.8

24 年 4 月 1 日 ～ 25 年 3 月 31 日 102.4 102.4

25 年 4 月 1 日 ～ 26 年 3 月 31 日 102.4 102.4

26 年 4 月 1 日 ～ 27 年 3 月 31 日 101.9 101.9

27 年 4 月 1 日 ～ 28 年 3 月 31 日 101.4 101.4

28 年 4 月 1 日 ～ 29 年 3 月 31 日 101.2 101.2

29 年 4 月 1 日 ～ 30 年 3 月 31 日 100.6 100.6

30 年 4 月 1 日 ～ 31 年 3 月 31 日 100.1 100.1
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